
【漁業権番号】内共第２１号 

【関係漁業協同組合】板取川上流漁業協同組合 

変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

第１条 略 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組

合の指定する遊漁申請書に記入してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁場合は住所、氏名、

年齢を記載した申請書又はオンラインシステムにより提出しなければな

らない。 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣による

遊漁場合は第１３条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁

の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者

（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う水産動植物の採

捕に著しい障害があると認められる場合又は第１３条に規定する場合を

除き、第１項の承認をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第８条第１項または第２項の遊漁料を同条第２項

の方法により組合に納付しなければならない。 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（餌釣、毛針釣、ルアー釣

（ただし、アユのルアー釣は禁止）、友釣り、フライフィッシング、ガ

リ釣をいう。）・たも網に限るものとする。ただし、毛針釣は、５号針以

下とする。 

２ 略 

３ 第１項で定める漁具・漁法のうち、左欄に掲げる漁具・漁法は、それ

ぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 

 

 

 

 

第１条 略 

 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組

合の指定する遊漁申請書に記入してその承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁場合は住所、氏名、

年齢を記載した申請書又はオンラインシステムにより提出しなければな

らない。 

３ 組合は、第一項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣による

遊漁場合は第１３条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁

の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者

（第１項の承認を受けた者をいう。以下同じ。）の行う水産動植物の採

捕に著しい障害があると認められる場合又は第１３条に規定する場合を

除き、第１項の承認をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第８条第１項または第２項の遊漁料を同条第３項

の方法により組合に納付しなければならない。 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（餌釣、毛針釣、ルアー釣

（ただし、アユのルアー釣は禁止）、友釣り、フライフィッシング、ガ

リ釣をいう。）・たも網に限るものとする。ただし、毛針釣は、５号針以

下とする。 

２ 略 
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漁具・漁法 規模 

毛針釣 ５号針以下 

たも網 口径４０ｃｍ以下 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行わなければならない。 

魚 種 期   間 

あゆ ５月１１日から１２月３１日までの間で組合が定めて 

公表する期間 

あまご 

 

２月１日から９月３０日までの間で組合が定めて 

公表する期間 

 にじます  ３月１日から９月３０日迄 （特定漁場を除く） 

 おいかわ    同  上 

 うぐい  ６月１日から９月３０日迄 

 うなぎ  ４月１日から９月３０日迄 

２ 略 

 

第５条から第７条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第８条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、第 1 号の場合にお

いて、遊漁者が中学生以下の場合は無料、高校生、心身障害者（身

体障害者手帳又は療育手帳の所持者）、満８０歳以上は同号に掲げる

額の二分の一に相当する額とする。小学生以下を除き減免を受けよ

うとする者はこれを証する手帳・書類等（住民表、運転免許証）を

提示し、その写しを提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に

掲げる期間内で行わなければならない。 

魚 種 期   間 

あゆ ５月１１日から１２月３１日までの間で組合が定めて 

公表する期間 

あまご 

 

２月１日から１２月３１日までの間で組合が定めて 

公表する期間 

 にじます  ３月１日から９月３０日迄 （特定漁場を除く） 

 おいかわ    同  上 

 うぐい  ６月１日から９月３０日迄 

 うなぎ  ４月１日から９月３０日迄 

２ 略 

 

第５条から第７条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第８条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、第 1 号の場合にお

いて、遊漁者が中学生以下の場合は無料、高校生、心身障害者（身

体障害者手帳又は療育手帳の所持者）、満８０歳以上は同号に掲げる

額の二分の一に相当する額とする。小学生以下を除き減免を受けよ

うとする者はこれを証する手帳・書類等（住民表、運転免許証）を

提示し、その写しを提出しなければならない。 
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魚種 

 

漁具・ 

漁法 

遊漁料  

現場加算

料 

１日   １年  

 

あ ゆ 

 

手釣・ 

竿釣 

 

３，０００

円 

 

 

１５，００

０円 

 

  

１，５００

円 

 

 

あまご、に

じます、う

ぐい、おい

かわ、うな

ぎ （ 以 下

「雑魚」と

いう。） 

 

 

手釣・ 

竿釣・ 

たも網 

 

 

１，５００

円 

 

 

 

４，５００

円 

 

 

 

７５０円 

  

 

第９条から第１２条 略 

 

 

魚種 

 

漁具・ 

漁法 

遊漁料  

現場加算

料 

１日   １年  

 

あ ゆ 

 

手釣・ 

竿釣 

 

３，０００

円 

 

 

１５，００

０円 

 

  

１，５００

円 

 

 

あまご、に

じます、う

ぐい、おい

かわ、うな

ぎ （ 以 下

「雑魚」と

いう。） 

 

 

手釣・ 

竿釣 

 

 

１，５００

円 

 

 

 

４，５００

円 

 

 

 

７５０円 

  

 

第９条から第１２条 略 
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